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実績

当社グループは、社会的責任と公共的使命を果たすなか、経営の健全性、効率性および透明性を

高めることで、ステークホルダーであるお客さま、株主の皆さま等から高い評価と揺るぎない 

信頼を確立し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めています。

事業活動

成⻑性の発揮 持続可能性の向上

経営理念

事業活動を⽀える基盤

91どのように
経営基盤を支えるのか

■役員構成（ガバナンス分野の主要指標）

2021年6月末 2022年6月末

取締役会
の独立社外取締役比率

2023年6月末

2021年6月末 2022年6月末

監査等委員会
の独立社外取締役比率

2023年6月末

2021年6月末 2022年6月末

グループ指名・
報酬諮問委員会

の独立社外取締役比率

2023年6月末

2021年6月末 2022年6月末

女性取締役
(社外)

2023年6月末

兼務

2021年6月末 2022年6月末

ひろぎんホールディングス
社長と広島銀行頭取の

兼務状況

2023年6月末

分離
（兼務解消）

分離
（兼務解消）

役員体制を見直し（HD社長とBK頭取の兼務解消、社外取締役1名増員）・ ・・・・・・・・・・・ P.94

取締役会実効性の分析・評価に基づくガバナンス高度化施策を展開・拡充・・・・・・・・・・・ P.95

■ コーポレートガバナンス

経営陣と従業員とのコミュニケーションを強化し、役職／世代間のインクルージョンを促進・・・P.104

株主・投資家とのコミュニケーションを強化し、取締役会へのフィードバックを充実・・・・・・P.105

■ ステークホルダーとのコミュニケーション
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どのように経営基盤を支えるのか

コーポレートガバナンス体制

　当社は、「監査等委員会設置会社」を採用すること
で、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含
む)に取締役会での議決権を付与することにより、監
査・監督機能の強化を図るとともに、業務執行権限を代
表取締役に移譲することにより、経営の効率化・機能強
化を進め、コーポレートガバナンスの一層の充実と更な
る企業価値の向上を図っています。

　また、当社は、「監査等委員会設置会社」を採用する
ことにより、内部監査部門が、取締役会だけでなく、監
査等委員会もサポートする体制を構築し、監査等委員
会による内部統制システムを利用した実効性の高い組
織的監査を通じて、当社グループの健全で持続的な成
長と社会的な信頼の確保を図っています。

取締役会

　当社の取締役は、社外取締役4名を含めた10名で
構成し、経営の意思決定および業務執行の監督とい
う位置づけから、取締役会を原則月1回開催していま
す。取締役会は、当社グループの経営の基本方針・経
営戦略および経営計画（サステナビリティを巡る課題
への対応やデジタル技術を活用する戦略等に関する

重要事項を含む）やリスク管理・コンプライアンス・内
部監査に関する重要事項等を決定するとともに、「内
部統制システムの構築に係る基本方針」を定め、当
該方針等に基づく内部管理態勢の整備と業務執行状
況の監督を行っています。

監査等委員会

　当社の監査等委員である取締役は、社外取締役3
名を含めた4名で構成し、取締役の職務執行の監査
という位置づけから、監査等委員会を原則月1回開催
しています。各監査等委員である取締役は、監査等

の職務の執行を通じて得た情報および知見を取締役
会の審議等において積極的に活用し、取締役会の監
督機能の実効性の確保とともに、業務の適正な決定
に努めています。

グループ指名・報酬諮問委員会

　当社の取締役会は、当社および当社グループの主
要グループ会社における取締役・監査役および執行
役員の指名および報酬の決定プロセスにおける透明
性・客観性を確保するため、代表取締役および独立
社外取締役で構成するグループ指名・報酬諮問委員

会を設置しています。当社では、取締役（監査等委員
である取締役を除く。）および執行役員の選任および
報酬等の額に関する事項等について、同委員会にお
ける審議および答申を踏まえ、取締役会決議により
決定しています。

1.	株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保するとともに、権利行使に係る適切な環境を整備します。
2.	国連において採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」および企業の社会的責任（CSR）への取組みを強化する
とともに、地域社会、お客さま、従業員等の全てのステークホルダーとの適切な協働に努め、その権利や立場を尊
重する企業文化・風土を醸成します。
3.	ディスクロージャーの充実による適時適切な情報開示を通じて、経営の透明性を確保します。
4.	取締役会は、株主の皆さまに対する受託者責任・説明責任を踏まえ、業務執行の実効性の高い監督と迅速な意思決
定を行います。
5.	株主の皆さまとの建設的な対話を行い、適切な対応に努めます。

取締役会 10名 監査等委員会 4名 グループ指名・報酬諮問委員会 6名

■ 各機関における独立社外取締役の構成

■ コーポレートガバナンス体制（2023年4月1日現在）

選任・解任 選任・解任

連携諮問

答申

選任・解任

付議・協議・
報告等

指揮・
命令

株　　主　　総　　会

取締役会 監査等委員会

監査等委員会
事務局

グループサステナビリティ推進委員会、
グループ統合的リスク管理委員会、
グループコンプライアンス委員会	他

秘書室 経営企画部 経営管理部
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査
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調査部

グループ
営業戦略部

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

　当社グループは、社会的責任と公共的使命を果たす
なか、経営の健全性、効率性および透明性を高めること
で、ステークホルダーであるお客さま、株主の皆さま等
から高い評価と揺るぎない信頼を確立し、持続的な成
長と中長期的な企業価値の向上に努めています。そのた

め、株式会社東京証券取引所による「コーポレートガバ
ナンス・コード」の趣旨・精神も踏まえ、実効的なコーポ
レートガバナンスの実現に向け、次の5つの方針を掲げ
て取組んでいます。

監
査

ひろぎん
クレジット
サービス

取締役会における具体的な検討内容

（１）当社グループの経営の基本方針・経営戦略および経営計画
に関する事項

・	 グループ経営計画・営業計画
・	 広島銀行の次期基幹系システム
・	 グループ会社の経営展開　等

（２）サステナビリティを巡る課題への対応やデジタル技術を
活用する戦略等に関する事項

・	 カーボンニュートラルの中長期目標の設定
・	 TCFD提言への対応
・	 人的資本投資計画
・	 障害者雇用促進法上の特例子会社
・	 デジタル戦略の再定義　等

（３）リスク管理・コンプライアンス・内部監査に関する事項
・	 グループリスクアペタイト・ステートメント
・	 グループコンプライアンス・プログラム
・	 グループ内部監査基本計画　等

（４）コーポレートガバナンスに関する事項
・	 取締役会の実効性評価
・	 内部統制システムの整備・運用状況
・	 東証コーポレートガバナンス・コード改訂への対応
・	 IRの実施状況
・	 株主還元方針
・	 取締役の「スキル・マトリックス」の見直し　等

・社外取締役（女性）
　1名選任
・取締役の員数
　削減・任期1年化
・取締役の業績連動型報酬見直し
・執行役員制度見直し
・報酬・指名諮問委員会の設置

2015年度
2020年度 2021年度
・広島銀行の単独株式移転に
　よる持株会社体制への移行
・会社法上の機関設計として
　「監査等委員会設置会社」の
　採用
・コーポレートガバナンス
　基本方針の制定
・取締役の個人別の報酬等
　の内容に係る決定方針の制定

・取締役のスキル・マトリックス　　
　の制定
・取締役の個人別の報酬等の
　内容に係る決定方針の制定

独立社外取締役　4 名
（うち　女性 1 名）

独立社外取締役　3 名
（うち　女性 1 名）

独立社外取締役　4 名
（うち　女性 1 名）

・社外取締役　
　1名増員

2016年度
・取締役・執行役員に
　対する株式報酬制度
　（BIP信託）の導入

2017年度

広島銀行
ひろぎんホールディングス

2022年度
・持株会社の社長と銀行の
　頭取の兼務解消
・取締役のスキル・マトリッ
　クスの改正

コーポレートガバナンス
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どのように経営基盤を支えるのか

コーポレートガバナンスの充実に向けた最近 1年間における実施状況

　当社取締役会は、取締役会の機能強化を目的として、
毎年度、取締役会の構成、運営状況等に関して、取締役
の自己評価等を基に取締役会の実効性について分析・
評価を行い、抽出した課題に対する改善策を検討・実
施することを通じて、取締役会の更なる実効性向上を

図っております。
　2022年度においては、2021年度の取締役会の実効
性の分析・評価に基づき、以下に記載のとおり、取締役
会の実効性向上に向けた取組みを進めました。

取締役のスキル・マトリックス

　当社の取締役会は、当社の経営戦略等に照らして自
らが備えるスキル等を特定するため、「グループ指名・
報酬諮問委員会」における審議を踏まえ、「取締役のス

キル・マトリックス」を制定し公表するとともに、取締役
候補者の指名に際して活用しております。

経営幹部の後継者育成

　当社グループでは、従事者を対象とした階層別の研
修体系を整備し、職位・階層毎に必要となる要件・能
力を明確化するなか、計画的な人財育成に努めていま
す。そのなかで、中長期的な観点から経営幹部を育成す

るため、将来の経営を担うことが期待される従事者を
選抜し、「経営者としての思考力（経営戦略、事業変革
等）」の強化を図る研修（「ひろぎん経営塾」）を実施し
ています。（詳細についてはP.48をご参照）

社外取締役の役割とサポート体制

　社外取締役は、取締役会において、社内取締役とは
異なる知見や発想に基づき、取締役会における意思決
定や経営全般への助言を行うとともに、内部監査およ
び会計監査の結果ならびに内部統制部門からの統制状
況に係る報告を受け、社外の中立かつ公正、客観的な見
地から経営監督を行う役割を担っています。
　なお、社外取締役に対して、当社外の場でも取締役会

議案・報告資料を事前に閲覧・確認できるシステムを導
入しており、その閲覧用の端末を配付しています。加え
て、取締役会に係る事務を所管する秘書室および各所
管部が、社外取締役に対して資料の事前説明会を開催
しているほか、社内社則・社達等の社内情報および広島
銀行の行内規定・通達等の行内情報を閲覧できる環境
を整備するなどのサポート体制を構築しています。

2022年度の分析・評価結果を踏まえた2023年度の検討・対応方針

1. 取締役会の議論の高度化に向けた対応
2. 取締役会の運営の効率化に向けた対応

3. 経営幹部育成プロセスの高度化に向けた対応
4. 中核人材の多様性確保に向けた対応

当社は、実効的なコーポレートガバナンスの実現に向けて、引き続き取締役会の実効性評価を通じて、取締役会の実効性のさらなる向上に向けた取組みを進めてまいります。

社内取締役

氏　名 地　位
経験を有する分野

経営戦略・サステナビリティ 		法務・リスク管理 営業戦略 DX・IT・システム

池	田		晃	治 取締役会長（代表取締役） ● ● ● ●

部	谷		俊	雄 取締役社長（代表取締役） ● ● ● ●

清	宗		一	男 取締役専務執行役員 ● ● ●

尾	木					朗 取締役専務執行役員 ● ● ●

苅屋田	史	嗣 取締役常務執行役員 ● ● ●

熊	野		達	朗 取締役（監査等委員） ● ●

社外取締役

氏　名 地　位
特に期待する分野

企業経営・サステナビリティ 経済・金融 財務・会計 DX・IT・システム

新	免		慶	憲 取締役 ●

三	浦					惺 取締役（監査等委員） ● ●

谷					宏	子 取締役（監査等委員） ●

北	村		俊	明 取締役（監査等委員） ●

（注）上記一覧表は、各取締役が有する全ての知識・経験・能力等を表すものではありません。

2022年度の取締役会の実効性の評価・分析

1. 内部統制システムの整備・運用状況
•	 取締役会は、2022年度の内部統制システムの整備・運用状況について、2023年3月の取締役会において報告を受け、その実効性に問題のないことを確認しました。

2. 取締役会の実効性の評価・分析
•	 取締役会は、アンケートに基づく取締役の自己評価をベースに、2023年4月の取締役会において、2022年度の取締役会実効性の評価・分析を実施のうえ、当社取締役会
の実効性は確保されていることを確認しました。

•	 特に、2021年度の取締役会の実効性評価において認識された課題については、2022年度を通じて実践した改善施策がいずれも肯定的に評価されており、2022年度を
通じて、実効性の向上が図られたことを確認しました。

•	 今後の取締役会実効性の更なる向上に向けては、取締役会の議論の高度化と運営の効率化に向けた対応について継続的に取組むとともに、経営幹部育成プロセスの高
度化や中核人材の多様性確保に向けた対応について、より一層の取組みが必要との認識を共有しました。

2022年度の検討・対応方針に基づく、取締役会の実効性向上に向けた施策の実施

1. 取締役会の議論の高度化に向けた対応
•	 取締役会による戦略的議論の深化を図るため、取締役会において、年間スケジュールを予め設定のうえ、中長期的な視点からの「経営の重要なテーマ」に関する
フリーディスカッションを実施しました。

•	 取締役会による各グループ子会社の経営戦略の方向性に関する議論を促進するため、取締役会において、中長期的な視点からの自社分析（課題認識と成長戦略）
等に関するグループ各社（広島銀行除く）の社長による執行プレゼンテーションを実施しました。

2. 取締役会の運営の効率化に向けた対応
•	 重要議題への重点的な時間配分を図るため、従来通り、取締役会前日の社外役員事前説明会を継続実施するとともに、定例的な業務執行報告と経営の重要な議案
等を区分し、内容の軽重に応じて資料説明等の濃淡を付けるなど、実質的な議論時間の確保に向けた取組みを進めました。

3. 株主との対話の更なる強化に向けた対応
•	 代表取締役社長・取締役専務執行役員によるアナリスト・機関投資家等との接点増強や情報発信強化など、IR活動そのものの強化・充実を図るとともに、投資家
その他市場参加者からの意見・要望等について、取締役会へのフィードバックを強化する取組みを進めました。

4. 役員トレーニングのより一層の充実に向けた対応
•	 2022年6月に「コーポレートガバナンス改革とサステナビリティ経営」、2022年12月に「経営計画、内部統制、事業ポートフォリオマネジメントに関する経
営管理（ガバナンス）態勢」をテーマとした役員トレーニングセミナーを開催するなど、取締役のスキル及び取締役会の実効性の向上を図るための施策の充実・
強化を進めました。

取締役会における「経営の重要なテーマ」に関するフリーディスカッション及びグループ各社の社⻑による執行プレゼンテーションの実施状況
（2022年度）

1.　「経営の重要なテーマ」に関するフリーディスカッション

・	人財戦略の方向性（2022年8月）
・	カーボンニュートラル戦略の方向性（2022年9月） ・	DX／デジタル戦略の方向性（2022年11月）

2.　グループ各社の社⻑による執行プレゼンテーション

・	ひろぎんリースの経営展開（2022年8月）
・	ひろぎんヒューマンリソースの経営展開（2022年8月）
・	ひろぎん証券の経営展開（2022年9月）
・	ひろぎんリートマネジメントの経営展開（2022年9月）
・	しまなみ債権回収の経営展開（2022年10月）
・	ひろぎんキャピタルパートナーズの経営展開（2022年10月）

・	ひろぎんITソリューションズの経営展開（2022年10月）
・	ひろぎんエリアデザインの経営展開（2022年11月）
・	ひろぎんビジネスサービスの経営展開（2022年11月）
・	ひろぎんカードサービスの経営展開（2022年12月）
・	ひろぎん保証の経営展開（2022年12月）

2021年度の分析・評価結果を踏まえた2022年度の検討・対応方針

1. 取締役会の議論の高度化に向けた対応
2. 取締役会の運営の効率化に向けた対応

3. 株主との対話の更なる強化に向けた対応
4. 役員トレーニングのより一層の充実に向けた対応

役員トレーニング

　2022年6月に「コーポレートガバナンス改革とサステ
ナビリティ経営」、	2022年12月に「経営計画、	内部統制、
事業ポートフォリオマネジメントに関する経営管理	(ガバ

ナンス)	態勢」をテーマとした役員トレーニングセミナー
を開催するなど、	取締役のスキル及び取締役会の実効性
の向上を図るための施策の充実・強化を進めています。

コーポレートガバナンス



ひろぎんホールディングス 統合報告書 2023  本編 ひろぎんホールディングス 統合報告書 2023  本編97 98

ど
の
よ
う
に
成
長
す
る
の
か

何
を
目
指
し
て
い
る
の
か

ど
の
よ
う
に
持
続
可
能
性
を
高
め
る
の
か

ど
の
よ
う
に
経
営
基
盤
を
支
え
る
の
か

ひ
ろ
ぎ
ん
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
と
は

どのように経営基盤を支えるのか

a. 基本方針
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く、以下同様）の
報酬等は、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図
るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した
報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定については、透明性、客
観性及び公正性の観点を踏まえ適正な水準とすることを基本方
針とする。
　具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、確定金額報
酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役につい
ては、その職責に鑑み中立性を確保するため、確定金額報酬のみ
とする。
　なお、当社は、銀行持株会社として、子銀行である株式会社広
島銀行と一体的に報酬制度を整備・運用することとし、両社を兼
職する場合は、報酬等を一定割合で按分するものとする。

b. 確定金額報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関
する方針（報酬等を与える時期等の決定に関する方針を含む）
　確定金額報酬は、月例の基本報酬とし、当社傘下のグループ会
社の役職員の報酬・給与水準及び同規模他社の役員報酬等の状
況等を総合的に勘案のうえ、役位別に決定し、在任中定期的に支
払うものとする。

c. 業績連動報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報
酬等を与える時期等の決定に関する方針を含む）
　業績連動報酬は、業績向上への貢献意識を高めるため、業績指
標を反映した金銭報酬（毎年、一定時期に支給）とし、各事業年度
における達成度合いに応じて算出し、役位別に決定するものとす
る。
　具体的には、透明性、客観性及び公正性を確保し、株主等のス
テークホルダーへの説明責任を十分果たせるものとする観点か
ら、当社の「親会社株主に帰属する当期純利益」を業績指標と
し、取締役会決議により設定した役位別の基準額に、当該業績指
標に連動した支給倍率を乗じて算定した業績連動報酬を事業年
度終了後に支給する。
　なお、業績連動支給倍率は、次の通りとする。

（１）上場株式の政策保有に関する方針

	 （イ）	当社グループは、政策保有株式について、地域経済の発展や当社グループの企業価値の向上に資するなど保有意義が認められ
る場合を除き、保有しないことを基本方針とする。

	 （ロ）	保有する株式については、リターンに対する資本コストや当該企業の地域経済への貢献度合い、ESG要素を踏まえた成長性・
将来性および当社グループとの取引の中長期的採算性などを、取締役会で定期的に検証し、保有意義を検証する。

（２）政策保有株式に係る議決権行使基準

	 （イ）	当社グループは、議決権行使に当たって、次に掲げる方針に加えて当該企業の経営方針やコーポレートガバナンスの整備状況を
勘案した上で、議決権の行使を判断する。

	 	 ・	当該企業による中長期的な企業価値の増大や株主価値の向上に繋がる適切な意思決定の有無

	 	 ・	株主として不利益を被る可能性の有無

	 （ロ）	特に次に掲げる項目については、企業価値および株主価値に影響を及ぼす可能性について精査する。

	 	 ・	財務の健全性に著しく悪影響を及ぼす可能性のある剰余金処分議案

	 	 ・	不祥事もしくは反社会的行為が発生した企業または赤字や無配が一定期間に亘る企業の取締役・監査役の選任議案および
退職慰労金贈呈議案

	 	 ・	買収防衛策議案　等

（業績連動報酬の業績連動支給倍率）
【親会社株主に帰属する当期純利益】	 【業績連動支給倍率】
	330億円超	 	 	 1.500
	300億円超	 ～	 330億円以下	 1.375
	270億円超	 ～	 300億円以下	 1.250
	240億円超	 ～	 270億円以下	 1.125
	210億円超	 ～	 240億円以下	 1.000
	180億円超	 ～	 210億円以下	 0.875
	150億円超	 ～	 180億円以下	 0.750
	120億円超	 ～	 150億円以下	 0.625
	 90億円超	 ～	 120億円以下	 0.500
	 60億円超	 ～	 90億円以下	 0.375
	 	 	 60億円以下	 －

d. 株式報酬（非金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関す
る方針（報酬等を与える時期等の決定に関する方針を含む）
　株式報酬は、役員報酬と当社株価の連動性を明確にするため、
役位別に決定する確定金額報酬に一定割合を乗じた額に基づき
算出し支払うものとする。株式報酬制度は、役員報酬BIP信託に
て運営し、信託期間中、一定のポイントを付与し、取締役に対する
株式の交付は、当社および株式会社広島銀行の双方の退任時に
ポイントの累計値に応じて行うものとする。
　ただし、別途定める非違行為等に該当した場合は、当該株式交
付相当額の返還を請求することができることとする。

e. 金銭報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の額の取締役の個人
別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　取締役の種類別の報酬割合については、銀行持株会社としての
経営の安定性・健全性を重視しつつ、当社グループとしての持続的
成長・企業価値向上や当社の株式価値向上に向けたインセンティ
ブの観点を織込み、同規模他社の役員報酬の状況等を総合的に
勘案し決定するものとする。

f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　取締役の全ての個人別の報酬等の内容は、代表取締役及び独
立社外取締役を構成員とするグループ指名・報酬諮問委員会（過
半数を独立社外取締役とする）の審議・答申を踏まえ、取締役会
の決議により決定する。

役員報酬制度

　当社では、取締役の個人別の報酬等の内容について
の決定に関する方針について、代表取締役および独立
社外取締役を構成員とするグループ指名・報酬諮問委員
会（過半数を独立社外取締役とする）における審議の結
果を踏まえ、取締役会の決議により定めております。

　また、当社では、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）および執行役員の報酬等の額に関する事項等に
ついて、左記の「グループ指名・報酬諮問委員会」におけ
る審議および答申を踏まえ、取締役会決議により決定し
ております。

政策保有株式

　当社グループでは、政策保有株式に係る適切性を確
保するため、下記の通り、「政策保有株式の保有・議決
権行使の方針」について定めています。
　なお、2023年3月の取締役会において、保有する銘

柄の検証を行った結果、約8割の銘柄が基準を満たして
おります。基準を満たさない銘柄につきましては、当該
企業と取引採算向上や縮減に向けた対話を実施してお
ります。

※役員報酬BIP（Board	Incentive	Plan）信託と称される仕組みを活用した制度。当社および連結子会社である広島銀行が拠出する対象役員の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて
取得され、当社および広島銀行の双方の退任時に当社株式の交付および当社株式の換価処分金相当額の金銭を給付。

■ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

■ 役員報酬制度

確定金額報酬 業績連動報酬 非金銭報酬（株式報酬※）

取締役
（監査等委員である取締役を除く）

● ● ●

監査等委員である取締役 ● ー ー

執行役員 ● ● ●

■ 政策保有株式の保有・議決権行使の方針

■ 上場政策保有株式の推移（取得原価ベース、みなし保有株式を除く）

（単位：億円）

2018/3末 2019/3末 2020/3末 2021/3末

533 521
477

453

383

2022/3末

310

2023/3末

△73億円
（うち減額△27億円）

コーポレートガバナンス
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持株会社体制は第2ステージへ移行
企業連携、人材交流が進み、シナジーも

ひろぎんホールディングスのこの１年間のさまざまな
取組みについて、どのように評価されますか。

三浦　持株会社体制に移行して１年半にあたる昨年４
月に、ひろぎんホールディングスの社長と広島銀行の頭
取を分離するという大きな動きがあり、持株会社体制
は第２ステージに移ったと言えます。
　グループ経営の推進を目的として、いろいろな子会社

を設立し、統廃合も進めてきました。グループ会社間の
連携や人材交流もかなり進展し、少しずつシナジーも出
はじめるなど、持株会社体制という形式に中身が伴って

きたというのが、この１年の印象です。

昨年６月に社外取締役に就任されたお二人は、
どうご覧になりますか。

谷　ひろぎんホールディングスは金融機関のイメージが
ありましたから、正直、こんなにいろいろなことに取組
んでいるとは思っていませんでした。また、組織につい

ても従来の銀行の堅いイメージとは異なり、非常に明る
く、軽快な会社であるとの印象を持ちます。
　若い従業員の方々は活発に動いていますし、経営側
もグループ会社全体に目を配り、ダイバーシティや女性
活躍推進、働き方改革などに取組んでいて、非常に期待
が持てます。

北村　銀行というと、これまで個人顧客としての接点
しかなかったのですが、今回、内部の仕事をすることと
なって、かなり幅広い業務が展開されていると感じまし
た。中でもメガバンクと異なる地方銀行という特性を
しっかりと見据えて、「地域の活性化なくして、銀行は成
り立たない」という使命を持っているところは、大いに

感動しました。

積極的なコミュニケーションを通じて
グループガバナンスの実効性を高める

ひろぎんホールディングスの取締役会の
実効性について伺います。

三浦　グループ子会社に対する持株会社のガバナンス
があまり効きすぎていてもいけませんし、かといって、グ
ループ全体のベクトルがばらばらでもいけない。グルー
プ子会社の統制と自主性の“さじ加減”は非常に難し
く、持株会社体制を採用する多くの企業が悩んでいると
ころです。
　私がよく申し上げているのは、トップ同士、あるい
はセカンド、サードといったそれぞれの階層でコミュニ
ケーションを十分に取ってほしいということです。昨年
は、ホールディングスの取締役会にグループ子会社の
トップを招き、事業についてプレゼンテーションをして
もらった後、フリーディスカッションを行うといった機
会が多数ありました。グループガバナンスの運用面から
は高く評価できます。
　グループガバナンスの効かせ方は、当然、企業や業
種・業態、グループ会社の成り立ちなどによって異なり
ます。一概に「これだ」というものはなくて、それをカ
バーするのがコミュニケーションだと思っていますか
ら、引き続き十分な意思疎通をお願いしたいです。

谷　経営は本当に奥が深いものです。グループ子会社
それぞれの特長、成長の芽を伸ばしながら統制していく
ことは、簡単なことではありません。グループ全体のベ
クトルを１つにまとめて、強力にガバナンスを効かせるの
が“あるべき姿”だとする考え方もあります。

　いずれにせよ、取締役会では、三浦さんがご指摘の通
り、ホールディングスの役員と子会社の役員が一堂に会
するケースも多く、自由闊達な議論がなされていて、ガ
バナンスの実効性は非常に高いと感じています。

部谷俊雄社長が持株会社の経営に専念して
１年が経過しました。グループガバナンスの
観点からは、どのように評価されますか。

三浦　地方銀行の持株会社体制のあり方はいろいろあ
りますし、これも一概にはどれがいいとは言えません
が、持株会社と銀行でトップを変えたことは、持株会社
体制の象徴として、社内外に明確なメッセージとして伝
わったことと思います。
　部谷社長は「持株会社体制の高度化を目指すため、
客観的にグループ全体を見ることができる専任体制が
ふさわしい」とコメントされていましたが、まさにそれ
を体現すべく、グループ子会社と積極的にコミュニケー

ションを取っている印象を持ちます。

グループ子会社の注目すべき取組みは
「プログラミングスクール」
「地域活性化コンサル」

グループ子会社の中で、特に注目している
取組みがありましたらお聞かせください。

社外取締役座談会

社外取締役

谷 宏子
社外取締役

三浦 惺
社外取締役

北村 俊明

持株会社体制は新たなステージに突入
グループシナジーで「非金融事業」に高い成長性
ひろぎんホールディングスの経営ビジョン、グループ戦略の観点から、ガバナンスやグループ子会社の事業、

人材、デジタルトランスフォーメーション（DX）などについて、どう捉えているのか。

中⻑期的な企業価値の向上に向けたご自身の貢献と合わせて、3人の社外取締役に聞きました。

社外取締役座談会
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北村　キッズ向けのプログラミングスクールを運営する
ひろぎんナレッジスクエアです。銀行グループが単なる
ビジネス目的で教育事業を行うのではなく、これを起爆
剤として、地域活性化につなげていきたいという意図が
うかがえる会社です。
　小中学生から情報科学を学んだ学生が、地元の情報
系の大学に進み、地元の企業に就職して、地域を活性
化してくれる流れができればいいなと考えています。私
の専門に近い領域でもありますから、大学や企業など
と連携が進むよう、役割を果たしたいと考えています。
　もう一つ注目しているのは、IT関連企業のひろぎんIT
ソリューションズです。グループ子会社として金融機関
のシステム構築・運用を手掛けるだけでなく、地域の幅
広いお客さまに対してITサービスやソリューションを提
供することで、ひろぎんホールディングスの経営ビジョン
「地域総合サービスグループ」の実現を側面から支援し
ているイメージです。
谷　ひろぎんナレッジスクエアは今年２月に設立された
ばかりですが、なんといっても、地元にとっては一番信
頼感の高い企業グループが子ども向けのプログラミング
スクールをはじめた意義は大きいと感じます。
　子どもたちを育てていくことで、教える側にも学びが
あります。子どもだけでなく、従業員や社会人向けにも
プログラミング研修やリスキリング・リカレント教育を
提供していくと聞いていますから、人材教育・人材交流
を通じて、地域社会の豊かな未来の創造に貢献するこ
とを期待しています。

三浦　今のままでは金融業界の市場規模は広がらない
ということで規制緩和が進み、金融機関も非金融事業
を大きく展開することが可能になりました。そういった
意味では、地域の発展・活性化に関するコンサルティン
グ業務を手掛けるひろぎんエリアデザインの取組みは、
グループ内でもユニークでありながら、銀行業務とも親
和性が高いと思います。
　非金融事業の拡大に伴い、今後は採用についても見
直していく必要があります。金融機関としての採用だけ
でなく、例えば、建築や都市計画といった専門人材の採
用も検討すべきだと私は考えています。

「地域の未来」を考える人財集団
DXの取組みも順調に推移し高評価

人材を資本として捉え、その価値を最大限に
引き出すことが大きな課題となっていますが、
ひろぎんホールディングスの人材、人材戦略の
取組みについては、どうご覧になっていますか。

谷　役員の方とは月に１回、会議でお会いしています。
今後は、実際に現場で働いている従業員の方々とも積
極的に触れ合っていきたいと考えています。
　20代の若手で構成された組織「未来創造タスク
フォース」のプレゼンテーションを聞かせていただいた
ことがあるのですが、彼らが考える事業の方向性や地域
の未来像は、私たちが考える枠組みを大きくはみ出し
た、大胆かつ非常にユニークな内容で、本当に素晴らし
い人たちだと感心しました。

三浦　従来の銀行から脱却し、お客さまに満足される
サービスを提供する「コンシェルジュ」に変貌しようと
いう経営トップの強い意志の下、働き方改革の取組みも
いろいろやっていますし、専門性の高度化に向けて、人
材育成体系そのものも大きく見直していますから、かな
り変わってきているのではないでしょうか。
　私自身の経験から言えることは、いくら優秀でも、ワ
ンパターンの人間が集まったところで、新しい発想は生
まれないということです。新卒・既卒を含めて、専門性
の異なる多様な人材が集まる組織をつくるよう提案して
いきます。

ひろぎんホールディングスのデジタルトランス
フォーメーション（DX）の取組みについては、
どのように評価されますか。

北村　「思っていたよりも進んでいる」というのが正直
な感想です。「デジタル化は進んでいるけれど、トラン
スフォーメーションはなかなか進んでいない」――。多
くの調査では、そうした実態が指摘されますが、ひろぎ
んホールディングスの場合は、デジタル化（既存業務の
IT化、既存業務・プロセスの改革）だけでなく、トランス
フォーメーション（新規ビジネス・事業創造）もけっこう
進んでいて、DXの両輪が回っている印象です。
　この１年間で注目されるのが、新聞などでも大きく報
じられた、勘定系システムのオープン化の表明です。既
存のメインフレームをオープン化するには、とてつもな
い労力とコスト、リスクが伴います。2030年度のゴール
に向けて、十分な準備をされることは間違いありません
が、長期の計画になりますから、私自身もしっかりフォ
ローして、協力は惜しまないつもりです。

中長期的な企業価値の向上に向け
社外取締役として果たすべき役割とは

ひろぎんホールディングスの中長期的な
企業価値の向上に向けた課題があるとすれば、
何でしょうか。その解決に向けて、
ご自身が果たす役割と合わせてお聞かせください。

谷　女性役員を増やすことが大命題の一つであり、その
ために私が呼ばれていると思います。現在、取締役会に
女性は社外取締役の私一人しかいません。女性の積極
登用・活躍支援に向けて、もっと声を上げていかないと
いけません。
　過去からの積み上げがありますので、それを飛び越え
て女性登用を進めることは、バランス的に難しいという
意見があることは承知しています。しかし、フラットに考
えたらこうなるという女性の意見も出していかないと、
女性登用が議論の俎上に乗ることさえありません。
　女性管理職比率の目標数値などもあります。しかし、
それよりも大事なのは、いろいろな委員会や会合など
で話をするときには、メンバーに必ず女性を入れるとい
うことです。多様性を意識して、いろいろな方の意見を
聞いてもらえるよう、訴えていきたいと思います。

北村　「地域に元気がなければ、地銀はビジネスの相
手がいなくなる。そこをどう盛り上げていくかが大きな

課題である」と「未来創造タスクフォース」の若手の方
が話していました。私も同感です。もちろん、銀行だけが
がんばって何とかなる話ではありませんが、いろいろな
企業を取りまとめる旗振り役として、銀行は最適なポジ
ションではないかと思います。
　地域活性化のアイデアとしては、例えば、リモート
ワークやワーケーションの拠点として、自然環境が豊か
で、文化・スポーツ活動も活発、製造業を中心とした産
業基盤を持つ広島の魅力をアピールし、首都圏はもちろ
ん、全国から人々を呼び込んでいくことです。
　私は広島市立大学に勤務した経験もあり、知り合い
もたくさんいます。大学には若い人がたくさんいますか
ら、彼らとコラボレーションして、地域で生活する若い
人を増やしていくような取組みができればと考えていま
す。

三浦　繰り返しになりますが、銀行業務だけでは頭打ち
が予想されるため、持株会社体制に移行し、非金融事業
にも取組んでいるわけです。「地域総合サービスグルー
プ」として、新しい分野を開拓し、市場規模を拡大するこ
とが課題であり、非金融事業のウェートが大きくなるよう
な企業グループを目指してほしいと思います。
　そのために、私自身の過去の失敗談や反省点を、でき
るだけオープンに伝えていきたいと考えています。成功
体験は、他人の役に立たないので言う必要がありませ
ん。むしろうまくいかなかったことに学ぶべきことがあ
るはずです。私の失敗を皆さんの糧にしてもらえれば幸
いです。

社外取締役座談会
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T O P I C S

　当社グループでは、2022年10月に、若手社員
の意見を経営に取り入れるための取組みの一環と
して、主に20代の若手社員による「未来創造タス
クフォース」を結成しました。
　同タスクフォースに参加した若手社員16名は、
「地域・当社グループの目指したい／目指すべき
10年後の未来像」について半年間の討議活動を行
い、2023年3月に、取締役会メンバーへ直接提言
を実施しました。
　提言プレゼンテーションの実施後は、若手社員
と社内取締役・社外取締役それぞれとの間で、延
べ2時間の意見交換が行われるなど、地域・当社
グループの将来あるべき姿について、若手社員と
経営陣の間で、忌憚のない活発なコミュニケー
ションが取られました。

　さらに、2023年4月、「未来創造タスクフォー
ス」提言への対応について、取締役会において議
論を実施し、その結果、さらに幅広い世代の多様
な知見や想い・価値観を経営に反映させるプロセ
スを、単発施策ではなく継続的な仕組みとして当
社グループ内に構築するため、以下の施策の実施
を決定しました。

「未来創造タスクフォース」（若手社員の意見を経営に取り入れるための取組み）

当社版シャドーボード「未来創造推進ワーキンググループ」の新設 2023年7月より活動開始

　当社グループでは、2023年6月、「グループサス
テナビリティ推進委員会」（委員長：代表取締役社
長）傘下の下部組織として、「未来創造推進ワーキン
ググループ」を新設しました。
　「未来創造推進ワーキンググループ」は、主に
20～40代職員の12名（公募制）で構成し、地域・

当社グループの未来創造に向けた取組み推進に関
する事項について、経営陣や本部との間で定期的な
話し合いの場を持って、提言・意見具申等を行うな
ど、シャドーボード（影の取締役会）としての役割を
担っていきます。

若手・中堅社員が役員のメンターに就く「リバースメンター制度」の試行導入 2023年7月より活動開始  

　当社グループでは、2023年度より、役員1名に対
して、若手・中堅社員が2～3人1組でメンターに就く
「リバースメンター制度（逆メンター制度）」を試行
導入することを決定しました。

　試行導入期間となる2023年度においては、社長
をはじめとする役員5名に対して、公募制で選抜さ
れた11名の20・30代職員がメンター役となり、1時
間程度の個別セッションを計3回実施する予定です。

　当社グループでは、すべての従事者が、能力・専門
性を遺憾なく発揮するなか、高いモチベーションとエ
ンゲージメントを持ち、自律的なキャリア形成が可能
となるような組織づくりに取組んでいます。
　その取組みの一環として、広島銀行では、上司と
部下の信頼関係を築き、成長を支援するための上司

と部下の対話型のコミュニケーションを促進すること
を目的として「1on1ミーティング」の取組みを開始
するなど、従業員一人ひとりの「考え」や「価値観」に
焦点をあてるコミュニケーションの活性化に努めてい
ます。

お客さまとのコミュニケーション

　当社グループでは、広島銀行を中心に、営業店やコー
ルセンター、ホームページに寄せられる「お客さまの
声」により多くのご意見・ご要望を頂戴しています。ま
た、定期的な「アンケート調査」を実施し、お客さまの
ご要望の“見える化”に努めています。
　お客さまの声を、満足度の向上につなげていくため、
お客さまからのご意見・ご要望をもとに商品・サービス
の改善ポイントを把握し、営業店および本部が連携して
対応策を検討することで、より良い商品・サービスの提
供に努めています。

従業員とのコミュニケーション

ステークホルダーとのコミュニケーション

ご提供

収集 把握

改善

お客さま

より良い商品・サービスの開発

お客さまのご要望の“見える化”

お客さまの声

営業店 本部

アンケート調査

■ 1on1ミーティングの高度化ステップ

定期的な対話の機会
を持つことができて
いる

STEP.1 STEP.2

上司・部下が素直に
対話することができ
ている(信頼関係が構
築されている)

STEP.3

キャリアについて前
向きに対話すること
ができている

STEP.4

自律的に動ける人財
に成長できるように
WILL(意思)を引き出
し、気づきを与える
対話ができている

STEP.5

1on1ミーティング
を通じた成長支援に
より、自ら考え行動
する人財の育成に向
けた組織風土が醸成
されている

シャドーボードの
役割・機能

新施策を検討する
本社部門の

壁打ち役となる

経営陣・本部と
話し合いの場を

持つ

当社版シャドーボード「未来創造推進ワーキンググループ」の活動内容

中⻑期的な取組み事項や新たな発想が必要な事項など、
新施策を検討する本部へのフィードバックを行う

中⻑期的な「目指す姿」の実現に向けて、個別テーマを
設定し、経営陣・本部等への提言・意見具申を行う

未来創造推進WG

若手世代
グループ

本部

検討施策の
事前共有

フィードバック
中堅・中核
世代グループ

未来創造推進WG

若手世代
グループ

経営陣
本部

提言

意見具申中堅・中核
世代グループ

経営陣への
インスピレーション

異なる世代の視点を
経営の舵取りに役立てる

ジェネレーションの
インクルージョン

異なる世代間の相互理解と
一体感の醸成に繋げる

未来創造

ステークホルダーとのコミュニケーション
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　原爆被災により、焦土の中で水を求めながら亡くなら
れた多くの犠牲者の慰霊と恒久平和への祈りを込め、
1964年11月に、広島平和記念公園に「祈りの泉」を建
設し、広島市に寄贈しました。2018年には創業140周
年記念事業の一環として、全面リニューアル工事を行い
ました。
　また、新本社ビルには、原爆被災を乗り越え営業を
継続してきた広島銀行のDNAをグループ全従事者へ継
承するとともに、広島の企業として国内外へ恒久平和を
発信し続けるため、物故者慰霊碑および旧広島銀行本
店の遺構である被爆柱頭を設置しています。

■ 平和都市への貢献

　1994年から毎年、広島県内の児童養護施設にクリス
マスプレゼントを贈呈しています。
　加えて2007年からメットライフ生命保険株式会社と
共同で、次世代を担う子どもたちが平等な教育・社会参

加ができ健やかに生まれ育つ環境を作るために、社会
福祉法人として組織化されている児童養護施設や乳児
院、里親会への寄付金の贈呈を行っています。

■ 福祉活動

　創業100周年を迎えた広島銀行が、地域とともに歩
んだ歴史の記念事業として、1978年11月に設立したも
のです。1945年8月6日の原爆により廃墟と化した広島
の人々の心のやすらぎの場となることを願い、“愛とや
すらぎのために”をテーマに、香り高い美の殿堂として
誕生しました。今日の広島の礎となられた原爆犠牲者の
方々への鎮魂の祈りと平和への願いが込められていま
す。

■ ひろしま美術館

　広島3大プロである、広島東洋カープ、サンフレッチェ
広島、広島交響楽団の支援を行っています。地元企業
合同での応援観戦や、スポンサード・ゲームの開催、広
島交響楽団による「〈ひろぎんHD〉トゥモロウコンサー
ト」などを実施しています。

　また2019年度からは、“次世代育成”の観点から、
広島交響楽団と高校生が共演する機会を提供する
「〈ひろぎんHD〉夢・未来コンサート」を開催していま
す。

■ 広島3大プロの⽀援

地域社会とのコミュニケーション

コース名
保有株式数

100株以上
500株未満

500株以上
1,000株未満

1,000株以上
5,000株未満 5,000株以上

定期預金

優待内容※1 ー ー 店頭表示金利
+0.10％

店頭表示金利
+0.30％

預入期間 ー ー 1年 1年

上限金額 ー ー 500万円 500万円

地元特産品カタログギフト	
／ギフトカード進呈 優待内容※2 500円の

ギフトカード
1,000円の
ギフトカード

5,000円
相当のカタログギフト

15,000円
相当のカタログギフト

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向
上には、株主の皆さまとの建設的な対話が不可欠と
認識しており、機関投資家向け会社説明会や個人投
資家向け会社説明会を開催するほか、国内外の株主
の皆さまとの個別の面談を実施するなど、株主構成
を踏まえたIR活動の強化・充実に取組んでいます。
　なお、2022年度においては、取締役会の実効性
向上に向けた取組みの一環として、「株主との対話の
更なる強化に向けた対応」の更なる進展を図り、代表
取締役社長・取締役専務執行役員によるアナリスト・
機関投資家等との接点増強や情報発信強化など、IR
活動そのものの強化・充実を図るとともに、株主の皆

さまおよびその他の市場参加者・関係者からの意見・
要望等について、取締役会へのフィードバックを強化
する取組みを進めました。
　頂いた意見・要望については、経営の参考とする
ことはもとより、広く当社グループ内で情報共有し、
サービス・業績の向上に役立てています。

　当社は、株主の皆さまの日頃からのご支援に感謝
するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多
くの皆さまに当社株式を保有していただくことを目的
として、株主優待制度を実施しています。
　毎年3月31日を基準日（年１回）とし、基準日時点
の当社株主名簿に記載された100株以上の普通株

式を保有する株主さまを対象として、下記の「①定期
預金コース/地元特産品カタログギフトコース/ギフト
カード進呈」、「②公益財団法人ひろしま美術館の招
待券2枚進呈」および「③広島3大プロ観戦・鑑賞チ
ケットの抽選権付与」の優待制度をご利用いただけ
ます。

(※1）上乗せ金利の対象となる商品はスーパー定期またはスーパー定期300です。上乗せ金利はいずれも年率かつ税引き前となります。
(※2）地元特産品カタログギフトコースにおける優待内容には送料等の諸経費を含みます。

■ IR活動の強化・充実

■ 株主優待制度

株主・投資家とのコミュニケーション

■ 2022年度のIR実施状況

■ 定期預金コース/地元特産品カタログギフトコース/ギフトカード進呈（基準日：2023年3月31日）

機関投資家向け会社説明会 2回

機関投資家との個別面談 23回（海外投資家含む）

個人投資家向け会社説明会 ４回（会場開催２回、Webライブ２回）

■ 株主・投資家から気づきが得られた対話の事例

対話テーマ 対話において把握された株主・投資家の意見等

ガバナンス
取締役のスキルマトリックスを細分化(サステナビ
リティ等を追加)してほしい。

戦略
ROEの改善に向けて、リスク・アセットの活用等
によるRORA向上施策を示してほしい。

資本政策

連結自己資本比率について、どの水準になったら
自己株取得するのかを示した方が良い。それが
示せれば、毎年度実施しない場合でも、マーケッ
トから十分評価されるのではないか。

投資家との対話
機関投資家の声をもっと聞くために、投資家との
接点を拡大すべき。

当社グループの対応

投資家からの意見も勘案する中、当社の中長期的な経営戦略の方
向性等を踏まえて、取締役のスキル・マトリックスを改正（サステナ
ビリティ経営の推進・強化を目的として、必要なスキルに「サステナ
ビリティ」を追加）

IR資料等にて、ROEの改善に向けた今後のRORA向上施策につい
て開示を充実（「リスクアセットを活用したビジネス展開」および
「リスクアセットを活用しない利益の積上げ」など）

連結自己資本比率11%程度を目途とし、自己資本比率の水準に応
じた資本政策展開（収益力強化に向けた資本活用や株主還元等）
を行っていくことを明示するなど、IR資料等にて、株主還元の考え
方の開示を充実

代表取締役社長等によるアナリスト・機関投資家との個別面談機会
の増加したほか、機関投資家が特に着目するテーマに絞った説明会
を実施

ステークホルダーとのコミュニケーション
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リスクアペタイト •フレームワーク 

■ リスクガバナンス

　当社グループでは、強固なリスクガバナンスを確立す
るために、リスクアペタイト・フレームワークを導入し、リ
スクアペタイト・フレームワークの枠組み、リスクアペタ
イト等についてリスクアペタイト・ステートメントとして
文書化し、当社グループ内に徹底を図っています。

　さらに、リスクアペタイト・フレームワークを有効に機
能させるため、当社グループのリスクテイクに対する価
値観や、リスクアペタイトに沿った行動を促す健全なリ
スクカルチャーの醸成に取組んでいます。

■ リスクカルチャー

　地域社会の持続的な発展および〈ひろぎんグルー	
プ〉の持続的な企業価値の向上を実現するためには、従
事者一人ひとりが、コンプライアンスの遵守はもとより、
お客さまを含めた全てのステークホルダーの期待や要
請ならびに当社グループの経営理念に沿って、判断し、
行動することが必要不可欠です。
　当社グループでは、リスクカルチャーを、リスク認識・
リスクテイク・リスク管理等に係る組織および個人の意

思決定に係る基本的な考え方であり、強固なリスクガバ
ナンスを構築する基盤となる要素であるという認識のも
と、行動規範との一貫性を確保するなか、「〈ひろぎんグ
ループ〉のリスクカルチャー」を制定しています。
　また、リスクカルチャーを当社グループ内に醸成・浸
透させるため、経営陣からのメッセージ配信、研修など
を通じて共有・周知に取組んでいます。

■ リスクアペタイト

　当社グループは、リスクアペタイト・フレームワーク
を、適切な環境・リスク認識のもと、当社グループ全体
の「リスクテイクの推進およびリスクのコントロール」を
目的とした経営管理を支える枠組みとして位置付けて
います。

　リスクアペタイト・フレームワークの導入によって、経
営計画を達成するためのリスクアペタイト（進んで受け
入れるリスクの種類と水準）が明確となり、より多くの
収益機会の追求と適切なリスクテイクの推進が可能と
なります。

経営理念（経営ビジョン+行動規範）

環
境
・
リ
ス
ク
認
識

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト

リスクアペタイト

経営計画

戦略・施策 収益計画資源配分

リスクカルチャー

多角的かつ十分な議論

リスク管理体制

基本的な考え方

　当社グループが、お取引先や株主の皆さまからの信
頼にお応えするためには、様々な「リスク」に的確に対
処することにより、経営の健全性を維持・向上しつつ、
適切な収益を確保し、安定的な経営を行っていく必要が
あります。

　当社グループでは、リスクを的確に管理するため、取
締役会で定めた「グループ統合的リスク管理規程」に基
づき、毎期のリスク管理方針を決定し、各種リスクを統
合的に管理しております。

リスク管理

■ リスク管理体制（2023年4月1日現在）

　主要なリスクである信用リスク、市場リスク、流動性
リスク、オペレーショナルリスクの管理については、そ
れぞれの管理部署を明確化し、リスク統括グループが
当社グループのリスク管理を統括して一元的な管理を
行っております。また、「グループ統合的リスク管理委
員会」を設置するとともに、経営監査グループがリス

ク管理体制の適切性・有効性を定期的に監査し、多様
化・複雑化するリスクに対して適切に対応する体制を
構築しております。
　こうしたリスク管理体制の下で、自己資本／リスク／
収益のバランスのとれた、健全で収益力の高い経営を
実現してまいります。

取締役会

グループ経営会議

監査等委員会

グループ統合的リスク管理委員会

リスク統括グループ（全グループのリスク管理統括）

広島銀行及びその他のグループ会社

グループコンプライアンス委員会

【リスク統括グループ】オペレーショナルリスク

分
区
の
ク
ス
リ
】
署
部
括
統
【

】
署
部
括
統
【

リスク管理
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勧誘方針

　広島銀行は、金融商品の勧誘にあたって、次のルー
ルを守ります。
1.	お客さまの金融商品に対する知識やご経験、資産構
成や運用のご意向などに配慮した適切な商品をおす
すめするように努めます。

2.	商品のご購入はお客さまご自身でお決めいただけま
すよう、商品内容やリスク内容などの重要事項につ
いて適切な情報提供と説明に努めます。

3.	断定的判断や事実と異なる情報の提供など、お客さ
まの誤解を招くような勧誘は行いません。

4.	お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所で
の勧誘は行いません。

5.	お客さまにご満足いただける健全で適切な勧誘を行
うため、商品知識などの研鑚を続けてまいります。

お客さま保護等管理体制

　当社グループは、顧客の保護及び利便性の向上にか
かる態勢の整備・確立を図るための大綱として、グルー
プ顧客保護等管理規程を取締役会で定めております。
　グループ顧客保護等管理規程では、顧客説明、顧客
サポート（相談・苦情）、顧客情報、外部委託及び利益
相反に関する各管理事項及び方針を定め、当社グルー

プの従事者に周知しております。
　また、リスク統括グループを顧客保護等管理の統括
部署として、顧客保護等を実現するための基本的な実
践計画として「グループコンプライアンス・プログラム」
を半期毎に、取締役会で定めるとともに、その進捗状
況を定期的に取締役会に報告しております。

情報管理

　当社グループは、公表しております「個人情報保護宣
言」に基づき、個人情報の取得や提供について厳正な
対応を進めるとともに、サイバー攻撃に対応するためシ
ステム強化等の安全管理措置等に関して継続的な改善
に努めております。
　お客さまからお預りしている大切な情報資産を適切
かつ厳格に管理するため、全従事者に対して、情報セ
キュリティ研修等を継続的に実施し、情報の取り扱いに
関し、行動レベルで常に高い意識を持つよう徹底してお

ります。
　また、個人情報の取り扱い状況については内部監査
等を厳格に実施することにより、その実効性の向上に
努めております。
　なお、お客さまご本人が、個人データの利用目的の
通知、開示（第三者提供記録の開示も含みます）、訂正
等または利用停止を請求された場合、ご本人さまであ
ることを確認した上で、開示等の対応を行っています。

お客さま保護等管理

基本的な考え方

　当社グループでは、社会的責任と公共的使命を十分
認識するなかで、あらゆる法令やルールを厳格に遵守す
るとともに、社会的規範に則り、お客さまの視点に立っ

て誠実かつ公正に業務を遂行し、お客さまの保護およ
び利便の向上の実現を図っています。

基本的な考え方

　当社グループが株主・投資家の皆さまやお客さま
からのゆるぎない信頼を確保するためには、地域社
会・お客さまとのリレーションを一層深め、個々のニー
ズや課題の解決に向けて徹底的に取組み、確かなソ
リューションを提供することで、より強固な経営基盤
を確立するとともに、コンプライアンス重視の経営を

実践していくことが大切であると考えております。
　こうしたなかで、当社グループでは、コンプライアンス
を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、企業倫理
を風土として定着させるため、コンプライアンス態勢の
確立やその周知徹底などに全力で取組んでおります。

コンプライアンス体制

　法令および社会的規範の遵守の徹底と企
業倫理の確立を図るため、「グループコンプ
ライアンス委員会」を設置し、法令等遵守に
関する事項を審議・検討するなど、コンプラ
イアンス違反の未然防止の徹底を図っており
ます。
　また、当社グループは各社の部店にコンプ
ライアンス管理者を配置し、法務情報の交換
や日常的なコンプライアンス状況の点検を実
施するとともに、「リスク統括グループ」によ
る法令等遵守に係る一元管理体制と統括機
能の強化に継続的に取組んでおります。
　さらに、経営監査グループが独立した立場
からのモニタリングを実施することで、内部
牽制機能の強化を図っております。

コンプライアンス・プログラム

　コンプライアンスを実現するための実践計画として
「グループコンプライアンス・プログラム」を半期毎に取
締役会において決議し、それに基づいた取組みを着実
に実施しております。
　具体的には、当社グループは、「コンプライアンス・マ
ニュアル」を制定し社内イントラネット等に公開のうえ、階
層別研修やコンプライアンス管理者を対象とした研修の
実施等、さまざまな活動を通じてその周知徹底を図るとと

もに、法令等遵守に対する経営陣の積極的関与とコンプ
ライアンスの一元的管理体制の強化を通してチェック体
制の整備等を進めております。　
　このような「グループコンプライアンス・プログラム」
については、四半期毎に進捗状況や達成状況を取締役
会等にて検証し、問題点の把握と課題の解決に努める
なかで、高いレベルのコンプライアンスの実践に向けた
不断の取組みを進めております。

コンプライアンス

取締役会

グループ経営会議

グループコンプライアンス委員会

指導 報告・連絡・相談

付議・協議・報告等

監査

リスク統括グループ（全グループのコンプライアンス統括）

各部（コンプライアンス管理者）

監査等委員会

経
営
監
査
グ
ル
ー
プ

指
揮・命
令

【
統
括
部
署
】

広島銀行
広島銀行の
子会社

ひろぎん証券 ひろぎんリース
しまなみ
債権回収

ひろぎん
エリアデザイン

ひろぎん
ヒューマンリソース

ひろぎんＩＴ
ソリューションズ

ひろぎん
キャピタル
パートナーズ

広島銀行およびその他のグループ会社

▼ ▲指示・管理・監督 協議・報告・相談

■ コンプライアンス体制（2023年4月1日現在）

コンプライアンス お客さま保護等管理
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基本的な考え方

　当社グループでは、グループの運営に関し価値を付加
し、また改善することで、経営計画の達成に貢献するこ
とを目的として、実効性のあるグループ内部監査態勢の

構築を図ることが、必要不可欠かつ重要であると考え
ています。

内部監査

内部監査体制

　当社グループでは、被監査部門から独立し十分な牽
制機能が働く内部監査部門を、当社および主要グルー
プ各社に設置し、被監査部門のガバナンス、リスク・マネ
ジメント、コントロールの各プロセスの適切性・有効性

を、規律遵守の態度をもって評価し、客観的意見を表明
するとともに、問題点の改善要請または是正勧告、およ
び助言を行っています。

■ ひろぎんホールディングス

　当社では、被監査部門から独立した経営監査部を設
置し、取締役会、監査等委員会をレポートラインとし、
取締役会、監査等委員会との連携および当社グループ
各社の内部監査部門との分担・協働を図ることで、経営
および被監査部門への監督・牽制力（ガバナンス）を強
化しています。
　経営監査部は、当社グループの内部監査基本計画を
総括し、グループ各社にまたがる重要リスク項目を踏ま
えたグループ内部監査基本計画を取締役会および監査
等委員会で定めております。内部監査結果は、当社グ
ループの内部監査部門の内部監査の結果および改善・

是正状況等を総括し、定期的に取締役会および監査等
委員会に報告しています。
　また、経営監査部は、当社グループの内部監査機能
の統括部署としてグループ各社の内部監査基本計画に
ついて報告を受け、グループ内部監査基本計画との整
合性を確認しています。グループ各社の内部監査部門と
連携し内部監査を実施するとともに、グループ各社から
の内部監査結果の報告などを受け、グループ各社の内
部監査態勢および実施状況を把握・検証し、必要に応
じて指導等を行っています。

■ グループ各社

　広島銀行などの主要グループ会社においても、被監
査部門から独立した内部監査部門を設置して、内部監
査を実施しています。各社では、グループ内部監査基本
計画に沿って内部監査基本計画を策定し、取締役会等

にて決定しています。
　内部監査の結果は、遅滞なく頭取、社長および当社
などに報告するとともに、定期的に当社およびグループ
各社の取締役会等に報告しています。

取締役会■ひろぎんホールディングス 監査等委員会
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広島銀行の子会社

■ 内部監査体制（2023年4月1日現在）

  取締役

常務執行役員　深
ふ か ま ち

町  心
し ん い ち

一 執行役員　藤
ふ じ い

井  顕
け ん い ち ろ う

一郎

  執行役員

1977年４月	 広島銀行入行
2006年４月	 同執行役員福山営業本部本部長
2008年４月	 同常務執行役員福山営業本部本部長
2009年４月	 同常務執行役員総合企画部長
2009年 6 月	 同常務取締役総合企画部長
2011年４月	 同常務取締役
2012年 6 月	 同取締役頭取（代表取締役）
2018年 6 月	 同取締役会長（代表取締役）
2020年10月	 当社取締役会長（代表取締役）（現任）
2022年４月	 広島銀行取締役会長（現任）

代表取締役会長

池
い け だ

田  晃
こ う じ

治

1983年４月	 広島銀行入行
2008年４月	 同広島東支店長
2011年４月	 同総合企画部長
2013年４月	 同執行役員本店営業部本店長
2015年４月	 同常務執行役員本店営業部本店長
2016年４月	 同常務執行役員
2016年 6 月	 同取締役常務執行役員
2018年 6 月	 同取締役頭取（代表取締役）
2020年10月	 当社取締役社長（代表取締役）（現任）
2022年４月	 広島銀行取締役

代表取締役社長

部
へ や

谷  俊
と し お

雄

1989年 8 月	 公認会計士登録
2004年 6 月	 あずさ監査法人
	 （現有限責任あずさ監査法人）社員
2018年 7 月	 谷公認会計士事務所代表（現任）
2019年 7 月	 長州監査法人代表社員
2020年 6 月	 九州電力株式会社取締役監査等委員
	 （社外）
2022年 6 月	 当社取締役（監査等委員）（社外）（現任）

取締役（監査等委員）

谷  宏子 社・外
た・・に　　・・ひろ　・・こ

1983年 4 月	 富士通株式会社入社
2000年 7 月	 京都大学総合情報メディアセンター助教授
2002年 4 月	 広島市立大学情報科学部情報工学科教授
2014年 4 月	 早稲田大学グリーン・コンピューティング・システム　　　　　　　　	
																					研究機構客員上級研究員（研究院客員教授）（現任）
2016年 6 月	 オスカーテクノロジー株式会社フェロー
2016年 7 月	 広島市立大学名誉教授（現任）
2022年 6 月	 当社取締役（監査等委員）（社外）（現任）

取締役（監査等委員）

北村  俊明 社・外
き・・た・・む・・ら　　・と・・し・あ・・き

常務執行役員　横見  真一
よ・・こ　・・・み・・・・・・・・・・・・・・・し・・ん・・・い・・ち

執行役員　小玉  勧
こ　　だ・・ま　　　　すすむ

取締役専務執行役員

清
き よ む ね

宗  一
か ず お

男

1986年４月	 広島銀行入行
2008年10月	 同営業統括部融資企画室長
2010年４月	 同融資企画部融資企画室長
2013年４月	 同本川支店長
2015年４月	 同大手町支店長
2018年４月	 同執行役員呉支店長兼呉市役所出張所長
2020年４月	 同常務執行役員
2020年６月	 同取締役常務執行役員
2020年10月	 当社取締役常務執行役員
2022年	４月	 同取締役専務執行役員（現任）
　　　　　　　広島銀行取締役頭取（代表取締役）（現任）

1986年４月	 広島銀行入行
2008年４月	 同営業統括部営業企画室長
2013年４月	 同広支店長
2015年４月	 同人事総務部長
2016年４月	 同総合企画部長
2017年４月	 同執行役員総合企画部長
2018年10月	 同常務執行役員
2019年 6 月	 同取締役常務執行役員
2020年４月	 同取締役専務執行役員
2020年10月	 当社取締役専務執行役員（現任）
2022年４月	 広島銀行取締役専務執行役員
　　　　　　　（代表取締役）（現任）　

取締役専務執行役員

尾
お ぎ

木  朗
あきら

1987年４月	 広島銀行入行
2007年６月	 同総合企画部企画室長
2012年４月	 同古市支店長
2014年４月	 同営業統括部副部長
2015年４月	 同営業統括部長
2018年４月	 同執行役員東京支店長
2020年４月	 同常務執行役員、ひろぎん証券顧問
2020年６月	 	ひろぎん証券取締役社長	

（代表取締役）（現任）
2020年10月	 当社取締役常務執行役員（現任）

取締役常務執行役員

苅
か り や だ

屋田  史
ふ み つ ぐ

嗣

1988年	４	月	 広島銀行入行
2011年10月	 同人事総務部人事企画課長
2014年	４	月	 同古市支店長
2016年	４	月	 同公務営業部長
2019年	４	月	 同横川支店長
2021年	４	月	 同リスク統括部理事
2021年	６	月	 同常勤監査役
2023年 6 月	 当社取締役（監査等委員）（現任）

取締役（監査等委員）

熊
く ま の

野  達
た つ ろ う

朗 新・任

取締役

新
し ん め ん

免  慶
よ し の り

憲 社・外 新・任

1980年	４	月	 日本銀行入行
2007年	３	月	 日本銀行京都支店長
2009年	７	月	 日本銀行検査役
2010年11月	 社団法人日本証券アナリスト協会参与
2011年10月	 公益社団法人日本証券アナリスト協会
　　　　　　　事務局長
2015年	８	月	 公益社団法人日本証券アナリスト協会
　　　　　　　代表理事
2017年	８	月	 公益社団法人日本証券アナリスト協会理事
2020年	６	月	 広島銀行取締役（社外）
2023年 6 月	 当社取締役（社外）（現任）

役員一覧（2023年6月27日現在）

1996年 6 月	 日本電信電話株式会社取締役人事部長
2002年 6 月	 東日本電信電話株式会社代表取締役社長
2007年 6 月	 日本電信電話株式会社代表取締役社長
2012年 6 月	 日本電信電話株式会社取締役会長
2016年 6 月	 広島銀行取締役（社外）
2018年 6 月	 日本電信電話株式会社特別顧問（現任）
2020年10月	 当社取締役（監査等委員）（社外）（現任）

取締役（監査等委員）

三
み う ら

浦  惺
さとし

社・外

執行役員　堀井　利英
ほり　　い　　　　　　とし　・・ひで

役員一覧内部監査




